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富山県告示第308号 

   農業災害補償法第16条第１項ただし書の業務の規模の基準についての 

   廃止について 

 農業災害補償法第16条第１項ただし書の業務の規模の基準について（昭和55年富 

山県告示第41号）は、平成30年５月31日限り、廃止する。ただし、平成30年産の水 

稲及び麦に係る農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。 

  平成30年５月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

                             （農業経営課）  
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